
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
三
百
四
十
二
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
別
表
第
三
号

た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き

22

、
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
三
百
六
十
八
号
（
別
に
定
め
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度

の
許
容
値
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

第
四
項
中
「
一
四
二
・
九
九

以
下
」
の
下
に
「
又
は
一
四
六
・
九
三

を
超
え
一
四
六
・
九
九

以
下
」
を
加
え

MHz

MHz

MHz

、
同
項
の
表
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
の
欄
た
だ
し
書
中
「
四
〇
デ
シ
ベ
ル
低
い
値

」
の
次
に
「
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
を
加
え
、
同
表
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
の

欄
た
だ
し
書
中
「
四
三
デ
シ
ベ
ル
低
い
値
」
の
次
に
「
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
を
加
え
る
。


